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内
閣
官
房
、
内

閣

府
、

○

告
示
第

号

総

務

省
、
厚
生
労
働
省

女
性
の
職
業
生
活
に
お
け
る
活
躍
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
六
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の

内
閣
官
房
、
内

閣

府
、

規
定
に
基
づ
き
、
事
業
主
行
動
計
画
策
定
指
針
（
平
成
二
十
七
年

告
示
第
一
号
）
の
一
部

総

務

省
、
厚
生
労
働
省

を
次
の
よ
う
に
改
正
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年

月

日

内
閣
総
理
大
臣

岸
田

文
雄

総
務
大
臣

寺
田

稔

厚
生
労
働
大
臣

加
藤

勝
信

内
閣
官
房
、
内

閣

府
、

事
業
主
行
動
計
画
策
定
指
針
（
平
成
二
十
七
年

告
示
第
一
号
）
の
一
部
を
改
正
す
る
。

総

務

省
、
厚
生
労
働
省

次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

正

後

改

正

前

改

第
三
部

特
定
事
業
主
行
動
計
画

第
三
部

特
定
事
業
主
行
動
計
画

第
一

（
略
）

第
一

（
略
）

第
二

女
性
の
活
躍
に
向
け
た
課
題
及
び
具
体
的
な
取
組

第
二

女
性
の
活
躍
に
向
け
た
課
題
及
び
具
体
的
な
取
組

（
略
）

（
略
）

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

継
続
勤
務

三

継
続
勤
務

我
が
国
の
女
性
の
年
齢
階
級
別
労
働
力
率
は
、
М
字
カ
ー
ブ
を
描
い

我
が
国
の
女
性
の
年
齢
階
級
別
労
働
力
率
は
、
い
わ
ゆ
る
М
字
カ
ー

て
い
る
も
の
の
、
以
前
よ
り
М
字
の
底
は
浅
く
な
り
、
そ
の
年
齢
は
上

ブ
を
描
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、
全
体
の
離
職
率
が
低
い
場
合
で
も
、
近

昇
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
全
体
の
離
職
率
が
低
い
場
合
で
も
、
近

年
の
晩
婚
化
・
晩
産
化
の
傾
向
に
留
意
し
つ
つ
、
年
代
別
の
離
職
の
状

年
の
晩
婚
化
・
晩
産
化
の
傾
向
に
留
意
し
つ
つ
、
年
代
別
の
離
職
の
状

況
を
踏
ま
え
て
、
両
立
を
阻
む
職
場
の
課
題
を
改
善
す
る
必
要
が
あ
る

況
を
踏
ま
え
て
、
両
立
を
阻
む
職
場
の
課
題
を
改
善
す
る
必
要
が
あ
る

。

。
な
お
、
男
女
を
通
じ
た
テ
レ
ワ
ー
ク
・
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
を
活

な
お
、
男
女
を
通
じ
た
テ
レ
ワ
ー
ク
・
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
を
活

用
し
た
柔
軟
な
働
き
方
の
推
進
は
、
能
率
的
な
公
務
運
営
に
も
資
す
る

用
し
た
柔
軟
な
働
き
方
の
推
進
は
、
能
率
的
な
公
務
運
営
に
も
資
す
る

も
の
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

も
の
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

四
～
六

（
略
）

四
～
六

（
略
）

第
三

特
定
事
業
主
行
動
計
画
の
策
定
等
に
向
け
た
手
順

第
三

特
定
事
業
主
行
動
計
画
の
策
定
等
に
向
け
た
手
順

（
略
）

（
略
）

一

（
略
）

一

（
略
）

二

状
況
把
握
・
課
題
分
析

二

状
況
把
握
・
課
題
分
析

㈠

（
略
）

㈠

（
略
）

㈡

状
況
把
握
・
課
題
分
析
の
方
法

㈡

状
況
把
握
・
課
題
分
析
の
方
法

（
略
）

（
略
）

・
職
員
の
給
与
の
男
女
の
差
異
の
状
況
は
、
「
任
期
の
定
め
の
な
い

・
職
員
の
ま
と
ま
り
ご
と
の
給
与
の
男
女
間
の
差
異
の
状
況
は
、
行

常
勤
職
員
」
及
び
「
任
期
の
定
め
の
な
い
常
勤
職
員
以
外
の
職
員

動
計
画
の
策
定
等
に
よ
る
取
組
の
結
果
を
把
握
す
る
観
点
か
ら
有

」
の
ま
と
ま
り
ご
と
に
把
握
す
る
ほ
か
、
こ
れ
ら
を
総
計
し
た
全

効
な
指
標
と
な
り
得
る
こ
と
。

職
員
に
係
る
状
況
を
把
握
す
る
こ
と
。
加
え
て
、
「
任
期
の
定
め
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の
な
い
常
勤
職
員
」
に
つ
い
て
は
、
役
職
段
階
別
及
び
勤
続
年
数

別
に
よ
る
職
員
の
給
与
の
男
女
の
差
異
の
状
況
を
把
握
す
る
こ
と

。

三
～
五

（
略
）

三
～
五

（
略
）

六

情
報
の
公
表

六

情
報
の
公
表

㈠

（
略
）

㈠

（
略
）

㈡

情
報
の
公
表
の
項
目
及
び
方
法

㈡

情
報
の
公
表
の
項
目
及
び
方
法

情
報
の
公
表
に
つ
い
て
は
、
別
紙
六
の
⑴
⑦
の
ほ
か
、
別
紙
六
の

情
報
の
公
表
に
つ
い
て
は
、
別
紙
六
の
⑴
及
び
⑵
の
区
分
の
項
目

⑴
及
び
⑵
の
区
分
の
項
目
（
⑴
⑦
及
び
⑧
並
び
に
⑵
⑧
を
除
く
。
）

（
⑴
⑦
及
び
⑵
⑧
を
除
く
。
）
の
中
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
以
上
を

の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
以
上
を
選
択
し
て
、
広
報
誌
や
ホ
ー
ム
ペ

選
択
し
て
、
広
報
誌
や
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
へ
の
掲
載
等
、
求
職
者
が
容

ー
ジ
へ
の
掲
載
等
、
求
職
者
が
容
易
に
閲
覧
で
き
る
方
法
に
よ
っ
て

易
に
閲
覧
で
き
る
方
法
に
よ
っ
て
行
う
必
要
が
あ
る
。
そ
の
際
に
は

行
う
必
要
が
あ
る
。
そ
の
際
に
は
、
行
動
計
画
策
定
の
際
に
状
況
把

、
行
動
計
画
策
定
の
際
に
状
況
把
握
・
課
題
分
析
し
た
項
目
か
ら
選

握
・
課
題
分
析
し
た
項
目
か
ら
選
択
す
る
こ
と
が
基
本
で
あ
り
、
別

択
す
る
こ
と
が
基
本
で
あ
り
、
別
紙
四
の
第
一
欄
に
も
掲
げ
ら
れ
て

紙
四
の
第
一
欄
に
も
掲
げ
ら
れ
て
い
る
項
目
（
項
目
５
を
除
く
。
）

い
る
項
目
は
、
積
極
的
に
公
表
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
ま
た
、
別

は
、
積
極
的
に
公
表
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
ま
た
、
別
紙
六
の
⑴

紙
六
の
⑴
⑦
の
制
度
の
概
要
と
し
て
は
、
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
ハ
ラ
ス
メ

⑧
と
し
て
は
、
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
等
対
策
の
整
備
状
況

ン
ト
等
対
策
の
整
備
状
況
、
特
定
事
業
主
と
し
て
実
施
す
る
教
育
訓

、
特
定
事
業
主
と
し
て
実
施
す
る
教
育
訓
練
・
研
修
の
概
要
及
び
中

練
・
研
修
の
概
要
及
び
中
途
採
用
の
概
要
等
が
、
同
表
の
⑵
⑧
の
制

途
採
用
の
概
要
等
が
、
同
表
の
⑵
⑧
と
し
て
は
、
テ
レ
ワ
ー
ク
等
の

度
の
概
要
と
し
て
は
、
テ
レ
ワ
ー
ク
等
の
柔
軟
な
働
き
方
に
資
す
る

柔
軟
な
働
き
方
に
資
す
る
制
度
の
概
要
及
び
そ
の
円
滑
な
施
行
の
た

制
度
の
概
要
及
び
そ
の
円
滑
な
施
行
の
た
め
特
定
事
業
主
が
実
施
す

め
特
定
事
業
主
が
実
施
す
る
取
組
の
概
要
等
が
考
え
ら
れ
る
。

る
取
組
の
概
要
等
が
考
え
ら
れ
る
。

別
紙
六
の
⑴
⑦
に
つ
い
て
は
、
求
職
者
の
職
業
選
択
に
よ
り
資
す

る
よ
う
、
比
較
可
能
な
実
績
を
公
表
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
こ

の
た
め
、
当
該
項
目
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
事
項
に
つ
い
て
、
内
閣

府
男
女
共
同
参
画
局
長
、
内
閣
官
房
内
閣
人
事
局
人
事
政
策
統
括
官

及
び
総
務
省
自
治
行
政
局
公
務
員
部
長
の
定
め
る
方
法
に
よ
っ
て
算

出
し
、
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。
ま
た
、
各
特
定
事
業
主
の
実
情
に

応
じ
て
、
更
に
詳
細
な
区
分
に
よ
り
公
表
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る

。・
「
任
期
の
定
め
の
な
い
常
勤
職
員
」
及
び
「
任
期
の
定
め
の
な
い

常
勤
職
員
以
外
の
職
員
」
の
ま
と
ま
り
ご
と
の
職
員
の
給
与
の
男

女
の
差
異
の
実
績
の
ほ
か
、
こ
れ
ら
を
総
計
し
た
全
職
員
に
係
る
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給
与
の
男
女
の
差
異
の
実
績

・
「
任
期
の
定
め
の
な
い
常
勤
職
員
」
に
つ
い
て
、
役
職
段
階
別
及

び
勤
続
年
数
別
に
よ
る
職
員
の
給
与
の
男
女
の
差
異
の
実
績

公
表
に
際
し
て
は
、
求
職
者
の
選
択
に
よ
り
資
す
る
よ
う
、
情
報

公
表
に
際
し
て
は
、
求
職
者
の
選
択
に
よ
り
資
す
る
よ
う
、
情
報

の
公
表
項
目
と
併
せ
て
、
行
動
計
画
を
一
体
的
に
閲
覧
で
き
る
よ
う

の
公
表
項
目
と
併
せ
て
、
行
動
計
画
を
一
体
的
に
閲
覧
で
き
る
よ
う

に
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

に
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

な
お
、
別
紙
六
の
項
目
（
⑴
⑦
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
必
ず

な
お
、
別
紙
六
の
項
目
に
つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
全
て
の
項
目
を

し
も
全
て
の
項
目
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
は
な
い
が

公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
は
な
い
が
、
一
般
事
業
主
に
対

、
一
般
事
業
主
に
対
し
率
先
垂
範
す
べ
き
公
務
部
門
と
し
て
積
極
的

し
率
先
垂
範
す
べ
き
公
務
部
門
と
し
て
積
極
的
に
公
表
す
る
こ
と
が

に
公
表
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

望
ま
し
い
。

㈢

（
略
）

㈢

（
略
）
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別
紙
四
（
第
三
部
第
三
の
二

及
び
三

関
係
）
、
別
紙
五
（
第
三
部
第
三
の
二
㈡
及
び
三
㈣
関
係
）
及
び
別
紙

㈡

㈢

六
（
第
三
部
第
三
の
六

関
係
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

㈡



別
紙
四
（
第
三
部
第
三
の
二
（
二
）、

三
（

三
）
及
び
六
（
二
）
関
係
）
 

区
分
 

第
一

欄
 

第
二
欄
 

（
１

）
そ

の

任
用

し
、
又

は
任

用
し

よ
う

と
す

る
女

性
に

対
す

る
職

業
生

活
に

関
す

る
機

会
の

提
供
 

項
目
１
：
採
用
し
た
職
員
に
占
め

る
女
性

職
員
の

割
合
 
※

１
 

項
目
２
：
管
理
職
に
占
め
る
女
性

職
員
の

割
合
 

項
目
３
：
各
役
職
段
階
に
あ
る

職
員

に
占

め
る

女
性

職
員

の
割

合
及

び
そ
の
伸
び
率
 

項
目
４
：
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
ハ
ラ
ス

メ
ン
ト

等
対
策

の
整
備
状

況
 

項
目
５
：
職
員
の
給
与
の
男
女
の

差
異
 

※
２
 

 

項
目

1
0
：
採

用
試
験

の
受
験
者
の
総
数
に
占
め
る
女
性
の
割
合
 
※
１
 

項
目

1
1
：
職

員
に
占
め
る
女
性
職
員
の
割
合
 
※
１
／
※
３
 

項
目

1
2
：
配

置
の
男
女
別
の
状
況
 
※
１
 

項
目

1
3
：
人

材
育
成

を
目
的
と
し
た
教
育
訓
練
の
男
女
別
の
受
講
の
状
況
 
※
１
 

項
目

1
4
：
職

場
風
土
等
に
関
す
る
意
識
 

※
１

／
※
３
 

項
目

1
5：

各
役
職

段
階
か
ら
一
つ
上
の
役
職
段
階
に
昇
任
し
た
職
員
の
男
女
別
割
合
 

項
目

1
6
：
人

事
評
価
の
結
果
に
お
け
る
男
女
の
差
異
 
※
１
 

項
目

1
7
：
中

途
採
用
の
男
女
別
の
実
績
 
※
１
 

項
目

1
8
：
中

途
採
用

者
を
管
理
職
に
任
用
し
た
男
女
別
の
実
績
 

項
目

1
9
：
臨

時
・
非

常
勤
職
員
の
研
修
の
男
女
別
の
受
講
の
状
況
 
※
１
 

（
２

）
そ

の

任
用

す
る

職
員

の
職

業
生

活
と

家
庭

生
活

と
の

両
立

に
資

す
る

勤
務

環
境

の
整

備
 

項
目
６
：
離
職
率
の
男
女
の
差
異

及
び

離
職

者
の

年
代

別
男

女
別

割

合
（
平
均
継
続
勤
務
年

数
の
男

女
の

差
異

）
 
※

１
 

項
目
７
：
職
員
の
各
月
ご
と
の
平

均
超

過
勤

務
時

間
及

び
超

過
勤

務

の
上
限
を
超
え
た
職

員
数
（
「
管

理
職

／
管

理
職
以

外
」「

内

部
部
局
等
／
内

部
部
局
等
以
外

」
ご

と
の

把
握
）
 

項
目
８
：
男
女
別
の
育
児
休
業
取

得
率

及
び

取
得

期
間

の
分

布
状

況
 

※
１
 

項
目
９
：
男
性
職
員
の
配
偶
者
出

産
休

暇
及

び
育

児
参

加
の

た
め

の

休
暇
の
取
得
率
並
び

に
合
計
取

得
日

数
の

分
布
状

況
 

項
目

2
0：

職
業

生
活

と
家
庭
生
活
と
の
両
立
を
支
援
す
る
た
め
の
制
度
（
項
目
８
及

び
９

を
除
く
。
）
の
男
女
別
の
利
用
実
績
 
※
１
 

項
目

2
1：

在
宅

勤
務
、
テ
レ
ワ
ー
ク
等
の
柔
軟
な
働
き
方
に
資
す
る
制
度
の
男
女
別

の
利

用
実
績
 
 

項
目

2
2：

職
員
（

管
理
職
以
外
）
の
各
月
ご
と
の
平
均
超
過
勤
務
時
間
及
び
超
過
勤

務
の

上
限
を
超
え
た
職
員
数
（
部
署
ご
と
の
把
握
）
 
※
１
／
※
４
 

項
目

2
3
：
年

次
休
暇

等
の
取
得
状
況
 
※
１
 

  

※
１
：
職

員
の
ま

と
ま

り
ご

と
に

把
握

（
女

性
の

職
業
生

活
に
お

け
る
活

躍
の
推

進
に
関

す
る
法

律
に
基

づ
く
特

定
事
業

主
行

動
計

画
の

策
定

等
に

係
る

内
閣

府
令

（
平

成
2
7
年

内
閣

府
令

 

第
61

号
）

第
２

条
第

２
項

参
照

）
 

※
２
：
「
任
期

の
定

め
の

な
い

常
勤

職
員

」
及

び
「
任
期

の
定
め

の
な
い

常
勤
職

員
以
外

の
職
員

」
の
ま

と
ま
り

ご
と
の

職
員

の
給

与
の

男
女

の
差

異
の

状
況

の
ほ

か
、

こ
れ

ら
を

総
計

し
た

 

全
職
員

に
係

る
給

与
の

男
女

の
差

異
の

状
況
を
把

握
 

※
３
：
労

働
者
派

遣
の

役
務

の
提

供
を

受
け

る
場

合
に
は

、
派
遣

労
働
者

に
係
る

同
様
の

事
項
の

把
握
も

必
要
 

※
４
：
労

働
者
派

遣
の

役
務

の
提

供
を

受
け

る
場

合
に
は

、
派
遣

労
働
者

に
係
る

一
人
当

た
り
の

各
月
ご

と
の
時

間
外
労

働
及

び
休

日
労

働
の

合
計

時
間

の
把

握
も

必
要

 



  別
紙
五
（
第
三
部
第
三
の
二
（
二
）
及
び
三
（
四
）
関
係
）
 

 

各
把
握
項
目
の
関
係
及
び
課
題
分
析
に
当
た
っ
て
の
観
点
に
つ
い
て
 

 

行
動
計
画
の
策
定
に
当
た
っ
て
は
、
ま
ず
、
次
の
各
表
の
左
欄
の
項
目
（
別
紙
四
第
一
欄
）
の
状
況
把
握
を
行
い
、
課
題
分
析
を
行
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
の
結
果
、
特
定
事
業
主
に
と
っ
て
課
題
で
あ
る

と
判
断
さ
れ
た
事
項
に
つ
い
て
は
、
同
表
の
中
欄
（
別
紙
四
第
二
欄
）
の
項
目
を
活
用
し
、
同
表
の
右
欄
の
観
点
か
ら
課
題
分
析
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
更
に
そ
の
原
因
の
分
析
を
深
め
る
べ
き
で
あ
る
。
な
お
、

各
特
定
事
業
主
の
実
情
に
応
じ
て
、
他
に
適
切
な
方
法
が
あ
る
場
合
は
、
当
該
方
法
に
よ
る
把
握
・
分
析
も
効
果
的
で
あ
る
。
 

 （
１
）
採
用
関
係
の
把
握
項
目
及
び
課
題
分
析
 

把
握
を
行
う
項
目
 

必
要
に
応
じ
把
握
を
行
う
項
目
 

左
記
項
目
の
課
題
分
析
に
当
た
っ
て
の
観
点
（
例
）
 

○
項
目
１
：
採
用
し
た
職
員
に
占
め
る
女
性
職
員

の
割
合
 

○
項
目

10
：
採
用
試
験
の
受
験
者
の
総
数
に
占
め
る

女
性
の
割
合

※
１
 

○
項
目

17
：
中
途
採
用
の
男
女
別
の
実
績
 

○
採
用
し
た
職
員
に
占
め
る
女
性
職
員
の
割
合
の
拡
大
は
図
ら
れ
て
い
る
か
。
 

○
採
用
試
験
の
受
験
者
の
総
数
に
占
め
る
女
性
の
割
合
を
拡
大
す
る
た
め
の
周
知
活
動
は

十
分
だ
っ
た
か
。
 

※
１
 
「
採
用
試
験
の
受
験
者
の
総
数
に
占
め
る
女
性
の
割
合
」
は
、
採
用
試
験
を
受
験
す
る
女
性
求
職
者
の
数
が
少
な
い
な
ど
の
課
題
等
を
把
握
す
る
趣
旨
で
あ
る
が
、
近
年
で
は
、
地
方
公
共
団
体
の
採
用
試
験
申
込
書
に
お
い
て
「
性
別
」
 

選
択
欄
を
廃
止
す
る
動
き
や
、「

そ
の
他
」「

わ
か
ら
な
い
」
な
ど
の
選
択
肢
を
加
え
て
い
る
事
例
が
生
じ
て
い
る
こ
と
か
ら
、「

そ
の
他
」「

わ
か
ら
な
い
」
等
の
回
答
を
除
い
た
男
女
割
合
で
把
握
し
て
も
、
男
女
差
の
傾
向
を
把
握
し
よ
 

う
と
す
る
趣
旨
を
果
た
す
こ
と
は
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。
 

 

（
２
）
継
続
就
業
及
び
仕
事
と
家
庭
の
両
立
関
係
の
把
握
項
目
並
び
に
課
題
分
析
 

把
握
を
行
う
項
目
 

必
要
に
応
じ
把
握
を
行
う
項
目
 

左
記
項
目
の
課
題
分
析
に
当
た
っ
て
の
観
点
（
例
）
 

○
項
目
６
：
離
職
率
の
男
女
の
差
異
及
び
離
職
者

の
年
代
別
男
女
別
割
合
（
平
均
継
続
勤
務
年
数

の
男
女
の
差
異
）
 

○
項
目

20
：
職
業
生
活
と
家
庭
生
活
と
の
両
立
を

支
援
す
る
た
め
の
制
度
の
男
女
別
の
利
用
実
績
 
 

○
項
目

21
：
在
宅
勤
務
、
テ
レ
ワ
ー
ク
等
の
柔
軟

な
働
き
方
に
資
す
る
制
度
の
男
女
別
の
利
用
実
績
 

  

○
離
職
率
が
低
い
場
合
で
も
、
離
職
者
が
多
く
な
っ
て
い
る
年
代
は
な
い
か
。
出
産
・
子
育

て
に
当
た
る
世
代
等
の
職
員
が
退
職
す
る
傾
向
に
な
い
か
。
 

○
男
女
共
に
、
両
立
支
援
制
度
を
利
用
で
き
る
（
利
用
し
や
す
い
）
状
況
に
あ
る
か
。
利
用

実
績
が
女
性
職
員
に
偏
っ
て
い
な
い
か
。
 

○
男
女
共
に
、
柔
軟
な
働
き
方
（
テ
レ
ワ
ー
ク
等
）
が
で
き
る
職
場
と
な
っ
て
い
る
か
。
利

用
実
績
が
女
性
職
員
に
偏
っ
て
い
な
い
か
。
 



  

○
項
目
８
：
男
女
別
の
育
児
休
業
取
得
率
及
び
取

得
期
間
の
分
布
状
況
 

○
項
目
９
：
男
性
職
員
の
配
偶
者
出
産
休
暇
及
び

育
児
参
加
の
た
め
の
休
暇
の
取
得
率
並
び
に
合

計
取
得
日
数
の
分
布
状
況
 

○
項
目

14
：
職
場
風
土
等
に
関
す
る
意
識
 

 

○
育
児
休
業
の
取
得
実
績
に
、
男
女
間
で
著
し
い
差
は
な
い
か
。
 

○
男
性
職
員
が
当
然
に
配
偶
者
出
産
休
暇
及
び
育
児
参
加
の
た
め
の
休
暇
を
取
得
で
き
る

職
場
風
土
と
な
っ
て
い
る
か
。
取
得
で
き
て
い
て
も
、
そ
の
取
得
期
間
は
著
し
く
短
い
も

の
と
な
っ
て
い
な
い
か
。
 

○
育
児
休
業
の
取
得
を
希
望
す
る
男
性
職
員
が
、
希
望
通
り
に
育
児
休
業
を
取
得
で
き
る
職

場
に
な
っ
て
い
る
か
。
取
得
で
き
て
い
て
も
、
希
望
通
り
の
期
間
が
取
得
で
き
て
い
る

か
。（

男
性
職
員
の
潜
在
的
な
希
望
を
叶
え
ら
れ
る
職
場
に
な
っ
て
い
る
か
）。

 

○
育
児
休
業
を
取
得
し
た
期
間
が
昇
任
・
昇
格
の
要
件
に
直
接
影
響
す
る
よ
う
な
人
事
管
理

を
行
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
れ
を
見
直
し
、
育
児
休
業
を
取
得
し
た
期
間
に
か
か
わ
ら

ず
、
能
力
・
実
績
に
基
づ
き
昇
任
・
昇
格
の
判
断
を
行
っ
て
い
る
か
。
 

○
管
理
職
は
、
部
下
の
配
置
、
育
成
、
職
務
の
機
会
付
与
等
に
当
た
り
、
育
児
休
業
等
の
取

得
の
み
を
理
由
に
不
利
益
な
扱
い
を
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
認
識
し
て
い
る
か
。
職
員

が
、
育
児
休
業
等
の
取
得
を
理
由
に
不
利
益
な
扱
い
を
さ
れ
る
こ
と
を
懸
念
し
て
、
取
得

を
躊
躇
す
る
よ
う
な
職
場
風
土
と
な
っ
て
い
な
い
か
。
 

○
男
女
が
共
に
、
子
育
て
等
を
し
な
が
ら
キ
ャ
リ
ア
形
成
し
続
け
ら
れ
る
職
場
と
な
っ
て
い

る
か
。
 

○
女
性
職
員
の
育
児
休
業
取
得
期
間
が
長
期
化
し
て
い
な
い
か
。
女
性
職
員
が
育
児
休
業
か

ら
の
早
期
復
帰
を
希
望
す
る
場
合
に
、
そ
れ
を
実
現
で
き
る
職
場
に
な
っ
て
い
る
か
（
出

産
・
子
育
て
期
等
に
入
る
以
前
の
初
期
キ
ャ
リ
ア
に
お
い
て
、
女
性
職
員
に
、
や
り
が
い

を
感
じ
る
職
務
経
験
を
積
ま
せ
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
か
。
長
時
間
勤
務
の
常
態
化
等

が
、
早
期
復
帰
を
希
望
す
る
女
性
職
員
に
と
っ
て
、
復
帰
の
妨
げ
に
な
っ
て
い
な
い
か
）。
 

      



  （
３
）
長
時
間
勤
務
関
係
の
把
握
項
目
及
び
課
題
分
析
 

把
握
を
行
う
項
目
 

必
要
に
応
じ
把
握
を
行
う
項
目
 

左
記
項
目
の
課
題
分
析
に
当
た
っ
て
の
観
点
（
例
）
 

○
項
目
７
：
職
員
の
各
月
ご
と
の
平
均
超
過
勤
務

時
間
及
び
超
過
勤
務
の
上
限
を
超
え
た
職
員
数

（「
管
理
職
／
管
理
職
以
外
」「

内
部
部
局
等
／

内
部
部
局
等
以
外
」
ご
と
の
把
握
）
 
 

 
 

○
項
目

14
：
職
場
風
土
等
に
関
す
る
意
識
 
 

○
項
目

22
：
職
員
（
管
理
職
以
外
）
の
各
月
ご
と

の
平
均
超
過
勤
務
時
間
及
び
超
過
勤
務
の
上
限

を
超
え
た
職
員
数
（
部
署
ご
と
の
把
握
）
 
 

○
項
目

23
：
年
次
休
暇
等
の
取
得
状
況
 
 

 

○
長
時
間
勤
務
が
常
態
化
し
て
い
な
い
か
（
長
時
間
勤
務
の
常
態
化
は
、
仕
事
と
生
活
の
両
立

を
困
難
に
し
、
育
児
等
に
携
わ
る
職
員
へ
の
職
務
の
機
会
付
与
の
制
約
要
因
と
な
る
）。

 

○
組
織
全
体
で
は
平
均
超
過
勤
務
時
間
が
そ
れ
ほ
ど
長
く
な
い
場
合
で
も
、
部
署
ご
と
等
に
見

た
場
合
に
、
一
部
の
部
署
や
職
員
の
超
過
勤
務
時
間
が
長
く
な
っ
て
い
な
い
か
。
当
該
部
署

で
の
職
務
経
験
が
、
そ
の
後
の
登
用
に
お
い
て
重
要
視
さ
れ
る
傾
向
に
な
い
か
。
 

○
平
均
超
過
勤
務
時
間
が
長
い
部
署
で
は
、
柔
軟
な
働
き
方
が
で
き
に
く
い
状
況
に
な
い
か
。
 

○
管
理
職
の
働
き
方
（
長
時
間
勤
務
の
常
態
化
や
柔
軟
な
働
き
方
を
実
践
し
て
い
な
い
等
）
が
、

職
場
全
体
の
長
時
間
勤
務
に
つ
な
が
っ
て
い
な
い
か
。
 

○
希
望
時
に
年
次
休
暇
等
を
取
得
で
き
る
職
場
と
な
っ
て
い
る
か
（
部
署
に
よ
っ
て
は
、
休
暇

を
取
得
し
に
く
い
等
の
状
況
は
な
い
か
）。

 

○
長
時
間
勤
務
の
背
景
と
し
て
、
長
時
間
勤
務
を
行
う
こ
と
自
体
が
評
価
さ
れ
た
り
、
効
率
が

軽
視
さ
れ
る
よ
う
な
職
場
風
土
で
な
い
か
。
 

 （
４
）
配
置
・
育
成
・
教
育
訓
練
及
び
評
価
・
登
用
関
係
の
把
握
項
目
並
び
に
課
題
分
析
 

把
握
を
行
う
項
目
 

必
要
に
応
じ
把
握
を
行
う
項
目
 

左
記
項
目
の
課
題
分
析
に
当
た
っ
て
の
観
点
（
例
）
 

○
項
目
２
：
管
理
職
に
占
め
る
女
性
職
員
の
割
合
 

○
項
目
３
：
各
役
職
段
階
に
あ
る
職
員
に
占
め
る

女
性
職
員
の
割
合
及
び
そ
の
伸
び
率
 

○
項
目

11
：
職
員
に
占
め
る
女
性
職
員
の
割
合
 
 

○
項
目

15
：
各
役
職
段
階
か
ら
一
つ
上
の
役
職
段

階
に
昇
任
し
た
職
員
の
男
女
別
割
合
 

     

○
職
員
に
占
め
る
女
性
職
員
割
合
に
比
し
て
、
管
理
職
の
女
性
割
合
が
著
し
く
低
く
な
っ
て

い
な
い
か
。
 

○
他
の
役
職
段
階
に
比
し
て
、
女
性
職
員
割
合
の
伸
び
が
低
水
準
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
役
職

段
階
は
な
い
か
。
 

○
女
性
管
理
職
の
割
合
や
そ
の
伸
び
が
低
い
場
合
、
採
用
段
階
に
要
因
は
な
い
か
（
採
用
数

が
少
な
く
女
性
職
員
の
人
材
プ
ー
ル
が
十
分
で
な
い
の
か
）、

あ
る
い
は
登
用
段
階
に
要

因
は
な
い
か
。
 

○
１
つ
下
位
の
段
階
か
ら
昇
任
し
た
者
に
占
め
る
女
性
職
員
の
割
合
は
、
妥
当
な
も
の
と
な

っ
て
い
る
か
（
成
績
主
義
の
原
則
の
下
、
登
用
目
標
の
達
成
と
整
合
し
て
い
る
か
）。

 



  

○
項
目

12
：
配
置
の
男
女
別
の
状
況
 
 

○
項
目

13
：
人
材
育
成
を
目
的
と
し
た
教
育
訓
練

の
男
女
別
の
受
講
の
状
況
 
 

○
項
目

14
：
職
場
風
土
等
に
関
す
る
意
識
 
 

 

○
女
性
職
員
が
配
置
さ
れ
て
い
な
い
、
又
は
少
な
い
部
署
は
な
い
か
。
当
該
部
署
が
あ
る
場

合
、
女
性
職
員
の
配
置
を
阻
害
し
て
い
る
要
因
を
把
握
・
分
析
で
き
て
い
る
か
（
超
過
勤

務
の
状
況
や
男
性
職
員
の
育
児
休
業
等
の
取
得
率
等
と
重
ね
て
分
析
す
る
こ
と
が
考
え

ら
れ
る
）。

そ
の
阻
害
要
因
を
課
題
と
捉
え
て
取
組
が
で
き
て
い
る
か
。
 

○
充
て
ら
れ
る
職
員
の
性
別
が
固
定
化
し
て
い
る
管
理
職
ポ
ス
ト
は
な
い
か
。
当
該
ポ
ス
ト

が
確
認
で
き
た
場
合
、
中
心
的
な
部
局
長
ポ
ス
ト
等
へ
の
登
用
に
向
け
た
キ
ャ
リ
ア
パ
ス

が
単
一
的
・
固
定
的
と
な
っ
て
い
な
い
か
。
そ
の
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
に
性
別
差
は
な
い
か
。
 

○
出
産
・
子
育
て
期
等
に
入
る
以
前
の
初
期
キ
ャ
リ
ア
に
お
い
て
、
性
別
に
と
ら
わ
れ
な
い

職
務
の
機
会
付
与
等
が
な
さ
れ
て
い
る
か
。
初
期
キ
ャ
リ
ア
に
お
い
て
、
女
性
職
員
に
、

や
り
が
い
を
感
じ
る
職
務
経
験
を
積
ま
せ
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
か
。
 

○
職
員
に
対
す
る
両
立
支
援
は
、
本
人
の
意
向
を
十
分
に
把
握
し
た
上
で
行
っ
て
い
る
か

（
直
属
の
管
理
職
・
人
事
担
当
部
局
が
一
般
論
や
属
性
で
判
断
し
、
い
わ
ゆ
る
マ
ミ
ー
ト

ラ
ッ
ク
に
乗
せ
て
い
な
い
か
、
個
々
人
の
意
向
を
十
分
に
聞
き
取
れ
て
い
る
か
）。

 

○
ど
の
部
署
で
も
、
子
育
て
等
を
行
う
職
員
に
、
他
の
職
員
と
同
様
の
や
り
が
い
の
あ
る
職

務
や
キ
ャ
リ
ア
形
成
に
つ
な
が
る
職
務
を
担
っ
て
も
ら
う
こ
と
が
で
き
る
職
場
と
な
っ

て
い
る
か
。
 

○
女
性
職
員
に
、
出
産
・
子
育
て
を
し
な
が
ら
キ
ャ
リ
ア
形
成
し
て
い
く
イ
メ
ー
ジ
・
意
欲

を
与
え
ら
れ
て
い
る
か
（
例
え
ば
、
長
時
間
勤
務
の
是
正
、
キ
ャ
リ
ア
形
成
に
つ
な
が
る

職
務
の
機
会
付
与
、
ロ
ー
ル
モ
デ
ル
と
な
る
人
材
の
育
成
や
メ
ン
タ
ー
制
度
の
導
入
等
の

取
組
が
行
わ
れ
て
い
る
か
）。

 

○
選
抜
型
の
研
修
や
在
外
機
関
で
の
職
務
等
の
機
会
付
与
が
男
性
職
員
に
偏
っ
て
い
る
場

合
、
そ
の
偏
り
が
育
成
・
登
用
に
影
響
し
て
い
な
い
か
。
こ
れ
に
よ
り
、
同
世
代
の
男
性

職
員
に
比
べ
、
女
性
職
員
の
育
成
が
遅
れ
が
ち
に
な
っ
て
い
な
い
か
。
 

○
女
性
職
員
の
昇
進
意
欲
が
低
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
場
合
、
意
欲
を
阻
害
し
て
い
る

要
因
を
把
握
・
分
析
で
き
て
い
る
か
（
例
え
ば
、
長
時
間
勤
務
が
常
態
化
し
て
い
て
家
庭

と
の
両
立
は
困
難
と
感
じ
て
い
る
こ
と
、
管
理
職
に
な
る
こ
と
を
期
待
さ
れ
て
い
な
い
と

感
じ
て
い
る
こ
と
、
管
理
職
を
務
め
ら
れ
る
職
務
経
験
が
な
い
と
感
じ
て
い
る
こ
と
等
が

考
え
ら
れ
る
）。

そ
の
阻
害
要
因
を
課
題
と
捉
え
て
取
組
が
で
き
て
い
る
か
。
 



  

○
項
目

16
：
人
事
評
価
の
結
果
に
お
け
る
男
女
の

差
異
 
 

○
性
別
に
か
か
わ
り
な
い
公
正
な
評
価
・
登
用
が
各
役
職
段
階
で
行
わ
れ
て
い
る
か
。
 

○
項
目

18
：
中
途
採
用
者
を
管
理
職
に
任
用
し
た

男
女
別
の
実
績
 

○
中
途
採
用
者
に
つ
い
て
も
、
管
理
職
へ
の
登
用
の
道
が
開
か
れ
て
い
る
か
。
 

○
項
目

19
：
臨
時
・
非
常
勤
職
員
の
研
修
の
男
女

別
の
受
講
の
状
況
 
 

○
臨
時
・
非
常
勤
職
員
の
従
事
す
る
業
務
の
内
容
や
責
任
の
程
度
に
応
じ
て
、
当
該
職
員
の

勤
務
能
率
を
発
揮
す
る
研
修
が
行
わ
れ
て
い
る
か
。
 

 （
５
）
職
員
の
給
与
の
男
女
の
差
異
関
係
の
把
握
項
目
及
び
課
題
分
析
 

把
握
を
行
う
項
目
 

必
要
に
応
じ
把
握
を
行
う
項
目
 

左
記
項
目
の
課
題
分
析
に
当
た
っ
て
の
観
点
（
例
）
 

○
項
目
１
：
採
用
し
た
職
員
に
占
め
る
女
性
職
員

の
割
合
 

○
項
目
２
：
管
理
職
に
占
め
る
女
性
職
員
の
割
合
 

○
項
目
３
：
各
役
職
段
階
に
あ
る
職
員
に
占
め
る

女
性
職
員
の
割
合
及
び
そ
の
伸
び
率
 

○
項
目
５
：
職
員
の
給
与
の
男
女
の
差
異
 

○
項
目
６
：
離
職
率
の
男
女
の
差
異
及
び
離
職
者

の
年
代
別
男
女
別
割
合
（
平
均
継
続
勤
務
年
数

の
男
女
の
差
異
）
 

○
項
目
７
：
職
員
の
各
月
ご
と
の
平
均
超
過
勤
務

時
間
及
び
超
過
勤
務
の
上
限
を
超
え
た
職
員
数

（「
管
理
職
／
管
理
職
以
外
」「

内
部
部
局
等
／

内
部
部
局
等
以
外
」
ご
と
の
把
握
）
 

○
項
目

11
：
職
員
に
占
め
る
女
性
職
員
の
割
合
 

○
項
目

12
：
配
置
の
男
女
別
の
状
況
 
 

○
項
目

22
：
職
員
（
管
理
職
以
外
）
の
各
月
ご
と

の
平
均
超
過
勤
務
時
間
及
び
超
過
勤
務
の
上
限
を

超
え
た
職
員
数
（
部
署
ご
と
の
把
握
）
 

○
採
用
し
た
職
員
、
管
理
職
及
び
各
役
職
段
階
に
あ
る
職
員
に
占
め
る
女
性
職
員
の
割
合

と
、
職
員
の
給
与
の
男
女
の
差
異
の
状
況
と
の
関
係
は
、
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
か
。
 

○
職
員
の
勤
続
年
数
と
、
職
員
の
給
与
の
男
女
の
差
異
の
状
況
と
の
関
係
は
、
ど
の
よ
う
に

な
っ
て
い
る
か
。
 

○
職
員
の
配
置
及
び
超
過
勤
務
の
男
女
別
の
状
況
と
、
職
員
の
給
与
の
男
女
の
差
異
の
状
況

と
の
関
係
は
、
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
か
。
 

 



別
紙
六
（
第
三

部
第
三
の
六
（
二
）
関
係
）
 

区
分
 

情
報
公
表
項
目
 

（
１
）
そ
の
任
用
し
、
又
は

任
用

し
よ

う
と

す
る

女
性

に
対

す
る

職
業

生
活

に
関

す
る
機
会
の
提
供
 

①
採
用
し

た
職
員
に
占
め
る
女
性
職
員
の
割
合
 
※
１
 

②
採
用
試
験
の
受
験
者
の
総
数
に
占
め
る
女
性
の
割
合
 
※
１
 

③
職
員
に
占
め
る
女
性
職
員
の
割
合
 
※
１
／
※
２
 

④
管
理
職
に
占
め
る
女
性
職
員
の
割
合
 

⑤
各
役
職
段
階
に
あ
る
職
員
に
占
め
る
女
性
職
員
の
割
合
（
併
せ
て
、
そ
の
伸
び
率
）
 

⑥
中
途
採
用
の
男
女
別
の
実
績
 

⑦
職
員
の
給
与
の
男
女
の
差
異
 
※
３
 

⑧
そ
の
任
用
し
、
又
は
任
用
し
よ
う
と
す
る
女
性
に
対
す
る
職
業
生
活
に
関
す
る
機
会
の
提
供
に
資
す
る
制
度
の
概
要
 

（
２

）
そ

の
任

用
す

る
職

員
の

職
業

生
活

と
家

庭
生

活
と

の
両

立
に

資
す

る
勤

務
環
境
の
整
備
 

①
離
職
率

の
男
女
の
差
異
（
併
せ
て
、
離
職
者
の
年
代
別
男
女
別
割
合
）
 

（
平
均

継
続
勤
務
年
数
の
男
女
の
差
異
）
 
 

②
内
部

部
局

等
に

勤
務

す
る
職
員

（
「

管
理

職
／

管
理
職
以

外
」

ご
と

）
の

一
月
当
た

り
の

平
均

超
過

勤
務
時
間

、
超

過
勤
務
の

上
限
を
超
え
た
職
員
数
（
併
せ
て
、
内
部
部
局
等
以
外
に
勤
務
す
る
職
員
に
係
る
同
様
の
事
項
）
 

③
職
員
（
管
理
職
以
外
）
の
一
月
当
た
り
の
平
均
超
過
勤
務
時
間
、
超
過
勤
務
の
上
限
を
超
え
た
職
員
数
 
※
１
／
※
４
 

④
男
女
別
の
育
児
休
業
取
得
率
及
び
取
得
期
間
の
分
布
状
況
 
※
１
 

⑤
男
性
職
員
の
配
偶
者
出
産
休
暇
及
び
育
児
参
加
の
た
め
の
休
暇
の
取
得
率
並
び
に
合
計
取
得
日
数
の
分
布
状
況
 

⑥
年
次
休
暇
等
の
取
得
状
況
 

⑦
職
員
の
ま
と
ま
り
ご
と
の
年
次
休
暇
等
の
取
得
状
況
 
※
１
 

⑧
そ
の
任
用
す
る
職
員
の
職
業
生
活
と
家
庭
生
活
と
の
両
立
に
資
す
る
勤
務
環
境
の
整
備
に
関
す
る
制
度
の
概
要
 

※
１
：
職

員
の
ま

と
ま

り
ご

と
に

公
表

（
女

性
の

職
業
生

活
に
お

け
る
活

躍
の
推

進
に
関

す
る
法

律
に
基

づ
く
特

定
事
業

主
行

動
計

画
の

策
定

等
に

係
る

内
閣

府
令

第
６

条
第

２
項

参
照

）
 

※
２
：
労

働
者
派

遣
の

役
務

の
提

供
を

受
け

る
場

合
に
は

、
派
遣

労
働
者

に
係
る

同
様
の

事
項
の

公
表
も

必
要
 

※
３
：「

任
期

の
定

め
の

な
い

常
勤

職
員

」
及

び
「

任
期
の

定
め

の
な
い

常
勤
職

員
以
外

の
職
員

」
の
ま

と
ま
り

ご
と
の

職
員

の
給

与
の

男
女

の
差

異
の

実
績

の
ほ

か
、
こ

れ
ら

を
総

計
し

た
全

職
員
に
係

る
給

与
の

男
女

の
差

異
の

実
績

を
公
表
 

※
４
：
労

働
者
派

遣
の

役
務

の
提

供
を

受
け

る
場

合
に
は

、
派
遣

労
働
者

に
係
る

一
人
当

た
り
の

一
月
当

た
り
の

時
間
外

労
働

及
び

休
日

労
働

の
合

計
時

間
の

公
表

も
必

要
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附

則

（
適
用
期
日
）

１

こ
の
告
示
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

（
特
定
事
業
主
行
動
計
画
の
策
定
等
に
関
す
る
経
過
措
置
）

２

こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
事
業
主
行
動
計
画
策
定
指
針
（
以
下
「
新
指
針
」
と
い
う
。
）
第
三
部
第
三
の
二
の

規
定
は
、
新
指
針
第
三
部
第
三
の
六
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
公
表
を
行
っ
た
女
性
の
職
業
生
活
に
お
け
る
活
躍
の
推

進
に
関
す
る
法
律
第
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
事
業
主
（
令
和
五
年
度
中
に
新
指
針
第
三
部
第
三
の
六
の
規

定
に
よ
る
情
報
の
公
表
を
行
わ
な
か
っ
た
も
の
を
含
む
。
）
に
よ
る
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
特
定
事
業
主
行

動
計
画
（
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
事
業
主
行
動
計
画
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
策
定
又

は
変
更
に
つ
い
て
適
用
し
、
そ
の
他
の
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
事
業
主
に
よ
る
特
定
事
業
主
行
動
計
画
の
策

定
又
は
変
更
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。


